
「令和３年７月島根県大雨災害義援金」の募集について 

 

 

令和３年７月７日からの大雨災害により、島根県内において多数の住家被害が発生しまし

た。 

島根県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集をしていま

すので、皆さんのご協力をお願いいたします。 

 

義 援 金 名 称 令和３年７月島根県大雨災害義援金 

受 付 期 間 
令和３年７月１６日（金）から同年９月３０日（木）まで 

（※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。） 

義援金受付窓口 

《斜里町共同募金委員会》 ※斜里町社会福祉協議会 

 住 所：斜里町文光町５２番地１７（斜里町老人福祉センター内） 

 電 話：０１５２－２３－４７０４ 

義援金受入口座 

《ゆうちょ銀行》 ※直接送金される場合 

 口座番号：００９３０－１－３２５０７１ 

 口座名義：島根県共同募金令和３年７月大雨災害義援金 

  ※ゆうちょ銀行窓口での振替手数料は無料となります。 

義援金の送金 

本会に寄せられた義援金は、北海道共同募金会を通じ、島根県共同募

金会へ送金され、島根県が設置する義援金配分委員会で決定され、被災

被災者へ配分されます。 

税制上の取り扱

い 

この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。 

確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に募集要綱

を添えてご提出ください。 

※募集要綱：斜里町共同募金委員会においてお渡しできます。 

《該当する税制優遇措置》 

・所得税法第７８条第２項第１号及び法人税法第３７条第３項第１号に

規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当 

・地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項第１号

に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当 

 

斜 里 町 共 同 募 金 委 員 会 


